
 

  感感発 1110 第４号 

令和７年 11 月 10 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市   衛生主管部（局）長 殿 

     特 別 区 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局 

感染症対策部感染症対策課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

性感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について 

 

 

 平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうござ

います。 

「性感染症に関する特定感染症予防指針」（平成 12年厚生省告示第 15号。以下「指針」

という。）については、厚生科学審議会感染症部会及びエイズ・性感染症に関する小委員

会における検討結果等を踏まえ、別添のとおり改正いたしました。 

 主な改正内容等は下記のとおりですので、性感染症対策の推進に当たっては、改正の趣

旨を踏まえるとともに、管内の関係機関等に周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

 本指針は、原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国

際的な連携、施策の評価及び関係機関との連携等、性感染症予防に関する総合的な施策の推

進を図るために作成されたものであり、国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者及びＮ

ＧＯ等がともに連携して性感染症対策を進めていくための行動指針である。 

 また、本指針は、その有効性を維持確保するため、少なくとも５年ごとに再検討を加え、

必要があると認めるときは、これを変更していくものとしている。 

 

第２ 主な改正事項 

前文 



 

○ 性感染症について、「生殖年齢にある男女を中心とした大きな健康問題」を「性的

接触のある全ての人々における大きな健康の問題」に改める。 

○ 以下の内容を追加する。 

・ 梅毒について、性風俗産業に従事する女性及び利用歴がある男性の報告が多い一

方、個人間の接触等による多様な機会を通じた感染拡大の可能性も指摘されており、

我が国における発生動向の実態を把握し、それぞれに配慮した施策を検討していく

ことが重要であること。 

・ 先天梅毒も増加しており、梅毒に関する知識の普及啓発を含む予防対策の推進が

必要であること。 

・ 我が国においては、性感染症の施策の実施において、特別な配慮を必要とする者

として、生殖年齢の女性や妊婦、性風俗産業従事者・利用者、男性間で性的接触を

行う者（以下「ＭＳＭ」という。）等における発生動向の実態を把握し、それぞれ

に配慮した啓発、相談の機会や医療の提供等の対策を講じていくことが重要である

こと。 

 

第一 原因の究明 

○ 以下の内容を追加する。 

・ 感染症の発生動向を把握するため、学術団体や民間企業、ＮＧＯ等との連携や、

匿名医療保険等関連情報データベース（ＮＤＢ）等の多様な情報源の活用を進める

こと。 

・ 迅速な発生動向の把握の観点から、国及び都道府県等は、医師や指定届出機関の

管理者からの電磁的な方法による発生届等の提出を促進すること。 

 

第二 発生の予防及びまん延の防止 

○ 以下の内容を追加する。 

・ 様々な層に適した行動変容（自らの健康の問題として意識し行動を変えていくこ

とをいう。）を促すための効果的な普及啓発を実施していくことが重要であること。 

・ 知識及び経験を有する医療機関、都道府県等の衛生主管部局、保健所等の従事者

は、プレコンセプションケアの取組も含め、普及啓発に携わる者に対する教育及び

学校現場での教育に積極的に協力する必要があること。 

・ 女性に対する普及啓発について、パートナーや家族からの協力・理解の促進が必

要であること。 

・ 妊娠を希望する女性に加え、そのパートナーにおいても性感染症予防に十分留意

することを促すことが重要であること。 

・ 検査の外部委託を可能にすること。 



 

・ 普及啓発及び相談指導について、ＮＧＯ等との連携を図ること。 

 

第三 医療の提供 

○ 以下の内容を追加する。 

・ 国及び都道府県等は、国内外の知見も踏まえ、診断、治療や予防の最新の方法に

ついて、包括的かつ専門性に応じて活用可能な手引を作成し、地域に普及させるよ

う努めることが重要であること。 

・ 一般の医療従事者の教育及び研修機会の強化を図るとともに、医療従事者向けの

相談体制を確保することが重要であること。 

 

第四 研究開発の推進 

○ 「検査や治療等に関する研究開発の推進」を「検査、治療や予防等に関する研究開

発の推進」に改める。 

○ 性感染症に関する各種疫学研究の強化について、「疫学者や都道府県等の協力を得

る」を「疫学者、学術団体、都道府県等、民間企業及びＮＧＯ等の協力を得る」に改

める。 

○ 「国の匿名医療保険等関連情報データベース（ＮＤＢ）、各自治体が実施している

サーベイランス等、多様な情報源も活用し、包括的な実態把握を進めていく」ことを

追加する。 

 

第五 国際的な連携 

○ 改正なし。 

 

第六 施策の評価及び関係機関との連携 

○ 連携先として「こども家庭庁」を追加する。 

 

等 

 

第３ 適用期日 

公布日（令和７年 11月 10日）から適用する。 



 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
性
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

性
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
尖せ

ん

圭け
い

コ
ン

ジ
ロ
ー
マ
、
梅
毒
及
び
淋り

ん

菌
感
染
症
（
以
下
「
性
感
染
症
」
と
い
う
。
）
は
、

性
器
、
口
腔く

う

等
に
よ
る
性
的
な
接
触
（
以
下
「
性
的
接
触
」
と
い
う
。
）
を
介

し
て
感
染
す
る
と
の
特
質
を
共
通
に
有
し
性
的
接
触
に
よ
り
誰
も
が
感
染
す
る

可
能
性
が
あ
る
感
染
症
で
あ
り
、
性
的
接
触
の
あ
る
全
て
の
人
々
に
お
け
る
大

き
な
健
康
の
問
題
で
あ
る
。
性
感
染
症
は
、
感
染
し
て
も
無
症
状
で
あ
る
こ
と

が
多
く
、
ま
た
、
尿
道
掻
痒

そ
う
よ
う

感
、
帯
下
の
増
量
、
皮
膚
粘
膜
症
状
、
咽
頭
の
違

和
感
等
の
比
較
的
軽
い
症
状
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
感
染
し
た
者
が

、
治
療
を
怠
り
や
す
い
と
い
う
特
性
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
、
不
妊
等
の
後
遺

障
害
や
生
殖
器
が
ん
が
発
生
し
、
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
（Human Im

m
unode

ficiency Vi
rus

。
以
下
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
」
と
い
う
。
）
に
感
染
し
や
す
く

な
る
等
性
感
染
症
の
疾
患
ご
と
に
発
生
す
る
様
々
な
重
篤
な
合
併
症
を
も
た
ら

す
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
生
殖
年
齢
に
あ
る
女
性

が
性
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
に
は
、
母
子
感
染
に
よ
る
次
世
代
へ
の
影
響
が

あ
り
得
る
こ
と
が
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
性
感
染
症
は
、
患
者
等
（
患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
、
自
覚
症
状
が
あ
る
場
合
で
も
医
療
機
関
に
受
診
し
な
い

こ
と
が
あ
る
た
め
、
感
染
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
感
染
の

実
態
を
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
性
的
接
触
を
介

し
て
感
染
す
る
た
め
、
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
や
個
人
情
報
の
保
護
へ
の
配
慮

が
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と
等
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
公
衆
衛
生
対
策
上

、
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
疾
患
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
性
感
染
症
を
取
り
巻
く
近
年
の
状
況
と
し
て
は
、
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
発
生
動
向
の
調

査
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
報
告
数
は
全
体
的
に
は
概
ね
横
ば
い
の
傾
向
が
見
ら
れ

て
い
る
。
全
数
把
握
疾
患
で
あ
る
梅
毒
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
以
降
、

全
体
の
報
告
数
の
う
ち
多
数
を
占
め
る
男
性
の
報
告
数
の
増
加
と
と
も
に
、
女

性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
尖せ

ん

圭け
い

コ
ン

ジ
ロ
ー
マ
、
梅
毒
及
び
淋り

ん

菌
感
染
症
（
以
下
「
性
感
染
症
」
と
い
う
。
）
は
、

性
器
、
口
腔く

う

等
に
よ
る
性
的
な
接
触
（
以
下
「
性
的
接
触
」
と
い
う
。
）
を
介

し
て
感
染
す
る
と
の
特
質
を
共
通
に
有
し
性
的
接
触
に
よ
り
誰
も
が
感
染
す
る

可
能
性
が
あ
る
感
染
症
で
あ
り
、
生
殖
年
齢
に
あ
る
男
女
を
中
心
と
し
た
大
き

な
健
康
問
題
で
あ
る
。
性
感
染
症
は
、
感
染
し
て
も
無
症
状
で
あ
る
こ
と
が
多

く
、
ま
た
、
尿
道
掻
痒

そ
う
よ
う

感
、
帯
下
の
増
量
、
皮
膚
粘
膜
症
状
、
咽
頭
の
違
和
感

等
の
比
較
的
軽
い
症
状
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
感
染
し
た
者
が
、
治

療
を
怠
り
や
す
い
と
い
う
特
性
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
、
不
妊
等
の
後
遺
障
害

や
生
殖
器
が
ん
が
発
生
し
、
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
（Human

 Immuno

deficiency Virus

。
以
下
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
」
と
い
う
。
）
に
感
染
し
や
す
く
な
る

等
性
感
染
症
の
疾
患
ご
と
に
発
生
す
る
様
々
な
重
篤
な
合
併
症
を
も
た
ら
す
こ

と
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
生
殖
年
齢
に
あ
る
女
性
が
性

感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
に
は
、
母
子
感
染
に
よ
る
次
世
代
へ
の
影
響
が
あ
り

得
る
こ
と
が
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
性
感
染
症
は
、
患
者
等
（
患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
、
自
覚
症
状
が
あ
る
場
合
で
も
医
療
機
関
に
受
診
し
な
い

こ
と
が
あ
る
た
め
、
感
染
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
感
染
の

実
態
を
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
性
的
接
触
を
介

し
て
感
染
す
る
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
へ
の
配
慮
が
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と

等
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
公
衆
衛
生
対
策
上
、
特
別
な
配
慮
が
必
要
な

疾
患
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
性
感
染
症
を
取
り
巻
く
近
年
の
状
況
と
し
て
は
、
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十

四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
発
生
動
向
の
調

査
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
報
告
数
は
全
体
的
に
は
概
ね
横
ば
い
の
傾
向
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
全
数
把
握
疾
患
で
あ
る
梅
毒
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
以
降

、
全
体
の
報
告
数
の
う
ち
多
数
を
占
め
る
男
性
の
報
告
数
の
増
加
と
と
も
に
、



 

性
の
報
告
数
と
報
告
数
全
体
に
占
め
る
女
性
の
報
告
数
の
割
合
の
増
加
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
年
齢
階
級
別
に
お
い
て
は
、
男
性
は
二
十
代
か
ら
五
十
代
ま
で

の
幅
広
い
層
を
中
心
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
女
性
は
二
十
代
に
多
く
報
告
さ

れ
て
い
る
。
性
風
俗
産
業
に
従
事
す
る
女
性
及
び
利
用
歴
が
あ
る
男
性
の
報
告

が
一
定
数
存
在
す
る
一
方
、
個
人
間
の
接
触
等
に
よ
る
多
様
な
機
会
を
通
じ
た

感
染
拡
大
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
け
る

発
生
動
向
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
配
慮
し
た
施
策
を
検
討
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
全
体
の
報
告
数
増
加
に
伴
い
、
先
天
梅
毒
も
増

加
し
て
お
り
、
梅
毒
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を
含
む
予
防
対
策
の
推
進
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
他
の
性
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
十
代
の
半
ば
ご

ろ
か
ら
二
十
代
に
か
け
て
の
年
齢
層
（
以
下
「
若
年
層
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
発
生
の
割
合
が
高
い
こ
と
や
、
咽
頭
感
染
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
性
感
染
症
対
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。 

ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
性
感
染
症
の
施
策
の
実
施
に
お
い
て
、
特
別

な
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
、
生
殖
年
齢
の
女
性
や
妊
婦
、
性
風
俗
産
業

従
事
者
・
利
用
者
、
男
性
間
で
性
的
接
触
を
行
う
者
（Men who have sex w

i
th me

n

。
以
下
「
Ｍ
Ｓ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
等
に
お
け
る
発
生
動
向
の
実
態
を

把
握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
配
慮
し
た
啓
発
、
相
談
の
機
会
や
医
療
の
提
供
等
の
対

策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

性
感
染
症
は
、
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
に
よ
り
治
癒
、
重
症
化
の
防
止
又

は
感
染
の
拡
大
防
止
が
可
能
な
疾
患
で
あ
り
、
性
感
染
症
の
予
防
に
は
、
正
し

い
知
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
注
意
深
い
行
動
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
性
感

染
症
に
対
す
る
予
防
対
策
と
し
て
は
、
感
染
す
る
又
は
感
染
を
広
げ
る
可
能
性

が
あ
る
者
へ
の
普
及
啓
発
及
び
性
感
染
症
の
予
防
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
が

重
要
で
あ
る
。
特
に
、
若
年
層
を
対
象
と
し
た
予
防
対
策
を
重
点
的
に
推
進
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
学
校
等
と
よ
り
強
固
な
連
携
を
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
状
態
で
あ

っ
て
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
（
以
下
「
エ
イ
ズ
」
と
い
う
。
）
を
発
症
し
て

い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
・
エ
イ
ズ
と
性
感
染
症
は
、
感
染
経
路

、
発
生
の
予
防
方
法
、
ま
ん
延
の
防
止
対
策
等
に
お
い
て
関
連
が
深
い
た
め
、

女
性
の
報
告
数
と
報
告
数
全
体
に
占
め
る
女
性
の
報
告
数
の
割
合
の
増
加
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
性
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
十
代
の
半
ば
ご
ろ
か
ら

二
十
代
に
か
け
て
の
年
齢
層
（
以
下
「
若
年
層
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
発
生

の
割
合
が
高
い
こ
と
や
、
咽
頭
感
染
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
性
感
染
症
対
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

               

性
感
染
症
は
、
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
に
よ
り
治
癒
、
重
症
化
の
防
止
又

は
感
染
の
拡
大
防
止
が
可
能
な
疾
患
で
あ
り
、
性
感
染
症
の
予
防
に
は
、
正
し

い
知
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
注
意
深
い
行
動
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
性
感

染
症
に
対
す
る
予
防
対
策
と
し
て
は
、
感
染
す
る
又
は
感
染
を
広
げ
る
可
能
性

が
あ
る
者
へ
の
普
及
啓
発
及
び
性
感
染
症
の
予
防
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
が

重
要
で
あ
る
。
特
に
、
若
年
層
を
対
象
と
し
た
予
防
対
策
を
重
点
的
に
推
進
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
た
め
、
学
校
等
と
連
携
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
て
後
天
性
免
疫
不
全

症
候
群
（
以
下
「
エ
イ
ズ
」
と
い
う
。
）
を
発
症
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
・
エ
イ
ズ
と
性
感
染
症
は
、
感
染
経
路
、
発
生
の
予
防
方
法
、

ま
ん
延
の
防
止
対
策
等
に
お
い
て
関
連
が
深
い
た
め
、
正
し
い
知
識
の
普
及
等



 

正
し
い
知
識
の
普
及
等
の
対
策
に
つ
い
て
、
本
指
針
に
基
づ
く
対
策
と
後
天
性

免
疫
不
全
症
候
群
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
二
百
九
十
四
号
）
に
基
づ
く
対
策
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。 本

指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
法
の
施
行
に
伴
う
性
病
予
防
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
廃
止
後
も
、
総
合
的
に
予
防
の
た
め

の
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
性
感
染
症
に
つ
い
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体

、
医
療
関
係
者
、
教
育
関
係
者
、
当
事
者
支
援
団
体
を
含
む
非
営
利
組
織
及
び

非
政
府
組
織
（
以
下
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
」
と
い
う
。
）
等
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で

い
く
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
、
良
質
か
つ
適

切
な
医
療
の
提
供
、
正
し
い
知
識
の
普
及
等
の
観
点
か
ら
新
た
な
取
組
の
方
向

性
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

ま
た
、
本
指
針
の
対
象
で
あ
る
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
、
梅
毒
及
び
淋
菌
感
染
症
の
ほ
か
に

も
、
性
的
接
触
を
介
し
て
感
染
す
る
こ
と
が
あ
る
感
染
症
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症

・
エ
イ
ズ
、
Ｂ
型
肝
炎
を
含
め
多
数
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
本

指
針
に
基
づ
く
予
防
対
策
は
、
こ
れ
ら
の
感
染
症
の
抑
制
に
も
資
す
る
も
の
と

期
待
さ
れ
る
。 

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
性
感
染
症
の
発
生
動
向
、
性
感
染
症
の
検
査

、
治
療
等
に
関
す
る
科
学
的
知
見
、
本
指
針
の
進
捗
状
況
の
評
価
等
を
勘
案
し

て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 

の
対
策
に
つ
い
て
、
本
指
針
に
基
づ
く
対
策
と
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
関

す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
号
）
に
基

づ
く
対
策
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、
法
の
施
行
に
伴
う
性
病
予
防
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
廃
止
後
も
、
総
合
的
に
予
防
の
た
め

の
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
性
感
染
症
に
つ
い
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体

、
医
療
関
係
者
、
教
育
関
係
者
、
当
事
者
支
援
団
体
を
含
む
非
営
利
組
織
及
び

非
政
府
組
織
（
以
下
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
」
と
い
う
。
）
等
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で

い
く
べ
き
課
題
に
つ
い
て
、
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
、
良
質
か
つ
適

切
な
医
療
の
提
供
、
正
し
い
知
識
の
普
及
等
の
観
点
か
ら
新
た
な
取
組
の
方
向

性
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

ま
た
、
本
指
針
の
対
象
で
あ
る
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
、
梅
毒
及
び
淋
菌
感
染
症
の
ほ
か
に

も
、
性
的
接
触
を
介
し
て
感
染
す
る
こ
と
が
あ
る
感
染
症
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症

・
エ
イ
ズ
、
Ｂ
型
肝
炎
を
含
め
多
数
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
本

指
針
に
基
づ
く
予
防
対
策
は
、
こ
れ
ら
の
感
染
症
の
抑
制
に
も
資
す
る
も
の
と

期
待
さ
れ
る
。 

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
性
感
染
症
の
発
生
動
向
、
性
感
染
症
の
検
査

、
治
療
等
に
関
す
る
科
学
的
知
見
、
本
指
針
の
進
捗
状
況
の
評
価
等
を
勘
案
し

て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 

第
一 

原
因
の
究
明 

第
一 

原
因
の
究
明 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
に
お
け
る
課
題
は
、
病
原
体
に
感
染
し

て
い
て
も
無
症
状
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
自
覚
症
状
が
あ
っ
て
も

医
療
機
関
に
受
診
し
な
い
こ
と
等
が
あ
る
た
め
、
そ
の
感
染
の
実
態
を
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
性
感
染
症
の

疫
学
的
特
徴
を
踏
ま
え
た
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
そ

の
発
生
動
向
を
慎
重
に
把
握
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
に
基

づ
く
発
生
動
向
の
調
査
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
学
術
団
体
や
民
間
企
業
、

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
に
お
け
る
課
題
は
、
病
原
体
に
感
染
し

て
い
て
も
無
症
状
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
自
覚
症
状
が
あ
っ
て
も

医
療
機
関
に
受
診
し
な
い
こ
と
等
が
あ
る
た
め
、
そ
の
感
染
の
実
態
を
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
性
感
染
症
の

疫
学
的
特
徴
を
踏
ま
え
た
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
そ

の
発
生
動
向
を
慎
重
に
把
握
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
に
基

づ
く
発
生
動
向
の
調
査
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
患
者
調
査
等
の
他
の
調
査



 

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
や
、
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（

Ｎ
Ｄ
Ｂ
）
等
の
多
様
な
情
報
源
の
活
用
を
進
め
る
と
と
も
に
、
無
症
状
病

原
体
保
有
者
の
存
在
を
考
慮
し
、
必
要
な
調
査
等
を
追
加
的
に
実
施
し
、

発
生
動
向
を
総
合
的
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
等
（
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及

び
特
別
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
つ

つ
、
収
集
さ
れ
た
発
生
動
向
に
関
す
る
情
報
と
分
析
結
果
に
つ
い
て
、
必

要
と
す
る
者
に
対
し
、
広
く
公
開
及
び
提
供
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。 

等
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
の
存
在
を
考
慮
し
、

必
要
な
調
査
等
を
追
加
的
に
実
施
し
、
発
生
動
向
を
総
合
的
に
分
析
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
等
（
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及

び
特
別
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
配
慮
し
つ

つ
、
収
集
さ
れ
た
発
生
動
向
に
関
す
る
情
報
と
分
析
結
果
に
つ
い
て
、
必

要
と
す
る
者
に
対
し
、
広
く
公
開
及
び
提
供
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。 

二 

発
生
動
向
の
調
査
の
活
用 

法
に
基
づ
く
発
生
動
向
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
届
出
の
徹

底
等
そ
の
改
善
及
び
充
実
を
図
り
、
調
査
の
結
果
を
基
本
的
な
情
報
と
し

て
活
用
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。
特
に
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
指
定
届
出
機
関
か
ら
の
届
出
に
よ
っ
て
発
生
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
及
び
淋
菌
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
こ

れ
ら
四
つ
の
感
染
症
の
発
生
動
向
を
的
確
に
反
映
で
き
る
よ
う
、
発
生
動

向
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
た
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
基
準
（
定
点
選
定

法
）
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
当
該
機
関
に
つ
い
て
定
期
的
に
調

査
し
て
、
発
生
動
向
調
査
の
改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
。
都
道
府
県
は
、

性
別
、
年
齢
階
級
別
な
ど
、
対
策
に
必
要
な
性
感
染
症
の
発
生
動
向
を
把

握
で
き
る
よ
う
に
、
か
つ
、
関
係
機
関
、
関
係
学
会
、
関
係
団
体
等
及
び

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
連
携
し
、
地
域
に
お
け
る
対
策
に
活
用
す
る
た
め
、
地
域
に

よ
っ
て
偏
り
が
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
、
指
定
届
出
機
関
を
指
定
す
る
も

の
と
す
る
。
ま
た
、
迅
速
な
発
生
動
向
の
把
握
の
観
点
か
ら
、
国
及
び
都

道
府
県
等
は
、
医
師
や
指
定
届
出
機
関
の
管
理
者
か
ら
の
電
磁
的
な
方
法

に
よ
る
発
生
届
等
の
提
出
を
促
進
す
る
。 

二 

発
生
動
向
の
調
査
の
活
用 

法
に
基
づ
く
発
生
動
向
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
届
出
の
徹

底
等
そ
の
改
善
及
び
充
実
を
図
り
、
調
査
の
結
果
を
基
本
的
な
情
報
と
し

て
活
用
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。
特
に
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
指
定
届
出
機
関
か
ら
の
届
出
に
よ
っ
て
発
生
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
及
び
淋
菌
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
こ

れ
ら
四
つ
の
感
染
症
の
発
生
動
向
を
的
確
に
反
映
で
き
る
よ
う
、
発
生
動

向
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
た
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
基
準
（
定
点
選
定

法
）
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
当
該
機
関
に
つ
い
て
定
期
的
に
調

査
し
て
、
発
生
動
向
調
査
の
改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
。
都
道
府
県
は
、

性
別
、
年
齢
階
級
別
な
ど
、
対
策
に
必
要
な
性
感
染
症
の
発
生
動
向
を
把

握
で
き
る
よ
う
に
、
か
つ
、
関
係
機
関
、
関
係
学
会
、
関
係
団
体
等
と
連

携
し
、
地
域
に
お
け
る
対
策
に
活
用
す
る
た
め
、
地
域
に
よ
っ
て
偏
り
が

な
い
よ
う
に
留
意
し
て
、
指
定
届
出
機
関
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

第
二 

発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止 

第
二 

発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止 

一 

基
本
的
考
え
方 

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
性
感
染
症
の
り
患
率
を
減
少
傾
向
へ
導
く
た

一 

基
本
的
考
え
方 

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
性
感
染
症
の
り
患
率
を
減
少
傾
向
へ
導
く
た



 

め
の
施
策
の
目
標
を
設
定
し
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
及
び
性
感
染
症

の
予
防
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
予
防
対
策
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
性
感
染
症
の
予
防
方
法
と
し
て
の
コ
ン
ド
ー
ム

の
使
用
、
予
防
接
種
並
び
に
検
査
や
医
療
の
積
極
的
な
受
診
に
よ
る
早
期

発
見
及
び
早
期
治
療
が
性
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に

有
効
で
あ
る
と
い
っ
た
情
報
、
性
感
染
症
の
発
生
動
向
に
関
す
る
情
報
等

を
提
供
し
て
い
く
と
と
も
に
、
検
査
や
医
療
を
受
け
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
普
及
啓
発
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
身
体
を
守
る
た
め
に
必

要
と
す
る
情
報
を
分
か
り
や
す
い
内
容
と
効
果
的
な
媒
体
に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
を
通
じ
、
各
個
人
の
行
動
を
性
感
染
症
に
感
染
す
る
危
険
性
の
低

い
も
の
又
は
無
い
も
の
に
変
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

具
体
的
に
は
、
一
般
的
な
普
及
啓
発
の
実
施
に
加
え
、
様
々
な
層
に
適

し
た
行
動
変
容
（
自
ら
の
健
康
の
問
題
と
し
て
意
識
し
行
動
を
変
え
て
い

く
こ
と
を
い
う
。
）
を
促
す
た
め
の
効
果
的
な
普
及
啓
発
を
実
施
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
対
象
者
の
実
情
や
状
況
に
応
じ
て
、
普
及
啓
発
の

内
容
や
方
法
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
都

道
府
県
等
は
相
談
や
指
導
の
充
実
を
図
り
、
よ
り
き
め
細
か
い
普
及
啓
発

を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
取
組
を
通
じ
て
、
国
が
、
都
道
府
県
等
と
協
力
し
て
、
性

感
染
症
予
防
の
普
及
啓
発
に
関
し
て
社
会
の
理
解
を
後
押
し
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。 

め
の
施
策
の
目
標
を
設
定
し
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
及
び
性
感
染
症

の
予
防
を
支
援
す
る
環
境
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
予
防
対
策
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
性
感
染
症
の
予
防
方
法
と
し
て
の
コ
ン
ド
ー
ム

の
使
用
、
予
防
接
種
並
び
に
検
査
や
医
療
の
積
極
的
な
受
診
に
よ
る
早
期

発
見
及
び
早
期
治
療
が
性
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に

有
効
で
あ
る
と
い
っ
た
情
報
、
性
感
染
症
の
発
生
動
向
に
関
す
る
情
報
等

を
提
供
し
て
い
く
と
と
も
に
、
検
査
や
医
療
を
受
け
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
普
及
啓
発
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
身
体
を
守
る
た
め
に
必

要
と
す
る
情
報
を
分
か
り
や
す
い
内
容
と
効
果
的
な
媒
体
に
よ
り
提
供
す

る
こ
と
を
通
じ
、
各
個
人
の
行
動
を
性
感
染
症
に
感
染
す
る
危
険
性
の
低

い
も
の
又
は
無
い
も
の
に
変
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
一
般
的
な
普
及
啓
発
の
実
施
に
加
え
、
若
年
層
を
中
心
と
し

た
普
及
啓
発
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
の

実
情
に
応
じ
て
、
普
及
啓
発
の
内
容
や
方
法
に
配
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
相
談
や
指
導
の
充
実
を
図
り

、
よ
り
き
め
細
か
い
普
及
啓
発
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

   

こ
の
よ
う
な
取
組
を
通
じ
て
、
国
が
、
都
道
府
県
等
と
協
力
し
て
、
性

感
染
症
予
防
の
普
及
啓
発
に
関
し
て
社
会
の
理
解
を
後
押
し
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。 

二 

普
及
啓
発
及
び
教
育 

予
防
対
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
や
性
別
等
の
対
象
者
の
実

情
や
状
況
に
応
じ
た
配
慮
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
若
年
層
に
対
し
て
は
、
性
感
染
症
か
ら
自
分
の
身
体
を
守
る

た
め
の
情
報
に
つ
い
て
、
適
切
な
人
材
の
協
力
を
得
つ
つ
、
正
確
な
情
報

提
供
を
適
切
な
媒
体
を
用
い
て
行
い
、
広
く
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
医
療
機
関
、
都
道
府
県
等

の
衛
生
主
管
部
局
、
保
健
所
等
の
従
事
者
は
、
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ

二 

普
及
啓
発
及
び
教
育 

予
防
対
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
年
齢
や
性
別
等
の
対
象
者
の
実

情
に
応
じ
た
配
慮
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
若
年
層
に
対
し
て
は
、
性
感
染
症
か
ら
自
分
の
身
体
を
守
る

た
め
の
情
報
に
つ
い
て
、
適
切
な
人
材
の
協
力
を
得
つ
つ
、
正
確
な
情
報

提
供
を
適
切
な
媒
体
を
用
い
て
行
い
、
広
く
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
そ
の
際
、
学
校
に
お
け
る
教
育
に
お
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に

則
り
、
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
及
び
保
護
者
や
地
域
の
理
解
を
踏
ま
え
る



 

ア
の
取
組
も
含
め
、
普
及
啓
発
に
携
わ
る
者
に
対
す
る
教
育
及
び
学
校
現

場
で
の
教
育
に
積
極
的
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
校
に
お
け
る
教
育

に
お
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に
則
り
、
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
及
び
保

護
者
や
地
域
の
理
解
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
を

行
う
者
は
性
感
染
症
に
関
す
る
教
育
の
重
要
性
を
認
識
す
る
た
め
に
、
性

感
染
症
か
ら
自
分
の
身
体
を
守
る
た
め
の
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
保
健
所
等
は
、
教
育
関
係
機
関
及
び
保
護
者
等

と
十
分
に
連
携
し
、
学
校
、
地
域
及
び
家
庭
に
お
け
る
教
育
と
連
動
し
た

普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
は
、
こ
の
よ
う
な
普
及
啓
発

に
利
用
可
能
な
資
材
の
開
発
、
性
に
関
す
る
指
導
者
育
成
の
た
め
の
研
修

等
の
実
施
等
を
支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
女
性
の
場
合
に
は
、
解
剖
学
的
に
感
染
の
危
険
性
が
高
く
、
感

染
し
て
も
無
症
状
の
場
合
が
多
い
一
方
で
、
感
染
す
る
と
慢
性
的
な
骨
盤

内
炎
症
性
疾
患
の
原
因
と
な
り
や
す
く
、
次
世
代
へ
の
影
響
が
あ
る
こ
と

等
の
特
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
に
対
す
る
普
及
啓
発
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
象
者
の
意
向
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
や
家
族
か
ら

の
協
力
・
理
解
の
促
進
や
、
対
象
者
の
実
情
や
状
況
に
応
じ
た
特
別
な
配

慮
が
必
要
で
あ
る
。
普
及
啓
発
に
当
た
っ
て
は
、
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性

に
加
え
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
お
い
て
も
性
感
染
症
予
防
に
十
分
留
意
す

る
こ
と
を
促
す
こ
と
や
、
性
感
染
症
及
び
そ
の
妊
娠
や
母
子
へ
の
影
響
を

性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
配
慮
を
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
性
的
虐
待
や
性
犯
罪
等
の
被
害
者
に
対
す
る
支
援
や

緊
急
避
妊
の
た
め
の
診
療
等
の
場
に
お
い
て
は
、
性
感
染
症
予
防
を
含
め

た
総
合
的
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。
加
え
て
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
に
つ
い

て
は
、
子
宮
頸
が
ん
と
と
も
に
、
ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ
て
も
予
防
が
有
効
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
の
効
果
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。 

一
方
、
性
感
染
症
と
し
て
最
も
り
患
の
可
能
性
の
高
い
性
器
ク
ラ
ミ
ジ

ア
感
染
症
は
、
男
性
に
お
い
て
も
症
状
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め

、
感
染
の
防
止
の
た
め
の
注
意
を
怠
り
や
す
い
と
い
う
特
性
を
有
す
る
の

で
、
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
に
向
け
、
よ
り
一
層
の
啓
発
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
を
行
う
者
は
性
感
染
症
に
関
す
る
教

育
の
重
要
性
を
認
識
す
る
た
め
に
、
性
感
染
症
か
ら
自
分
の
身
体
を
守
る

た
め
の
情
報
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
保
健
所

等
は
、
教
育
関
係
機
関
及
び
保
護
者
等
と
十
分
に
連
携
し
、
学
校
に
お
け

る
教
育
と
連
動
し
た
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
は
、
こ

の
よ
う
な
普
及
啓
発
に
利
用
可
能
な
資
材
の
開
発
等
を
支
援
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。 

  

  

ま
た
、
女
性
の
場
合
に
は
、
解
剖
学
的
に
感
染
の
危
険
性
が
高
く
、
感

染
し
て
も
無
症
状
の
場
合
が
多
い
一
方
で
、
感
染
す
る
と
慢
性
的
な
骨
盤

内
炎
症
性
疾
患
の
原
因
と
な
り
や
す
く
、
次
世
代
へ
の
影
響
が
あ
る
こ
と

等
の
特
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
女
性
に
対
す
る
普
及
啓
発
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
象
者
の
意
向
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
対
象
者
の
実
情
や
年
齢
に

応
じ
た
特
別
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
性
感
染
症
及
び
そ
の
妊
娠
や
母
子

へ
の
影
響
を
性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康
問
題
と
し
て
捉
え
る
配
慮
が
重
要

で
あ
る
ほ
か
、
性
的
虐
待
や
性
犯
罪
等
の
被
害
者
に
対
す
る
支
援
や
緊
急

避
妊
の
た
め
の
診
療
等
の
場
に
お
い
て
は
、
性
感
染
症
予
防
を
含
め
た
総

合
的
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、

子
宮
頸
が
ん
と
と
も
に
、
ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ
て
も
予
防
が
有
効
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
ワ
ク
チ
ン
の
効
果
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。 

   
一
方
、
性
感
染
症
と
し
て
最
も
り
患
の
可
能
性
の
高
い
性
器
ク
ラ
ミ
ジ

ア
感
染
症
は
、
男
性
に
お
い
て
も
症
状
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め

、
感
染
の
防
止
の
た
め
の
注
意
を
怠
り
や
す
い
と
い
う
特
性
を
有
す
る
の

で
、
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
に
向
け
、
よ
り
一
層
の
啓
発
が
必
要
で
あ
る
。 



 

コ
ン
ド
ー
ム
は
、
性
器
や
口
腔
粘
膜
を
直
接
接
触
さ
せ
な
い
こ
と
で
性

感
染
症
の
感
染
を
予
防
す
る
効
果
が
あ
る
が
、
コ
ン
ド
ー
ム
だ
け
で
は
防

ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
性
感
染
症
が
あ
る
等
の
情
報
に
つ
い
て
、
国
及
び
都

道
府
県
等
は
民
間
企
業
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
も
連
携
し
な
が
ら
普
及
啓
発
に

努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

な
お
、
産
婦
人
科
、
泌
尿
器
科
等
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
性
感
染
症

に
係
る
受
診
の
機
会
を
捉
え
、
コ
ン
ド
ー
ム
の
特
性
と
使
用
に
よ
る
性
感

染
症
の
予
防
に
つ
い
て
の
啓
発
が
な
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
必
要

が
あ
る
。 

コ
ン
ド
ー
ム
は
、
性
器
や
口
腔
粘
膜
を
直
接
接
触
さ
せ
な
い
こ
と
で
性

感
染
症
の
感
染
を
予
防
す
る
効
果
が
あ
る
が
、
コ
ン
ド
ー
ム
だ
け
で
は
防

ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
性
感
染
症
が
あ
る
等
の
情
報
に
つ
い
て
、
国
及
び
都

道
府
県
等
は
民
間
企
業
と
も
連
携
し
な
が
ら
普
及
啓
発
に
努
め
る
べ
き
で

あ
る
。 

な
お
、
産
婦
人
科
、
泌
尿
器
科
等
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
性
感
染
症

に
係
る
受
診
の
機
会
を
捉
え
、
コ
ン
ド
ー
ム
の
特
性
と
使
用
に
よ
る
性
感

染
症
の
予
防
に
つ
い
て
の
啓
発
が
な
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
必
要

が
あ
る
。 

三 

検
査
の
推
奨
と
検
査
機
会
の
提
供 

都
道
府
県
等
は
、
保
健
所
や
医
療
機
関
な
ど
の
検
査
に
係
る
情
報
の
提

供
を
行
い
、
性
感
染
症
に
感
染
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
者
に
対
し
、
検

査
の
受
検
を
推
奨
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
検
査
の
趣

旨
及
び
内
容
を
十
分
に
理
解
さ
せ
た
上
で
受
検
さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
治

療
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

保
健
所
が
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
場
合
に
検
査
の
対
象
と
す
る
性
感
染
症

と
そ
の
検
査
項
目
を
選
定
す
る
と
き
は
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
か
ら
の

感
染
の
危
険
性
、
検
査
の
簡
便
さ
等
を
考
慮
し
、
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染

症
及
び
淋
菌
感
染
症
に
あ
っ
て
は
病
原
体
検
査
（
尿
を
検
体
と
す
る
も
の

を
含
む
。
）
を
、
梅
毒
及
び
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
あ
っ
て

は
抗
体
検
査
を
基
本
と
し
て
、
検
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

そ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
は
、
保
健
所
に
お
け
る
性
感
染
症
の
検
査
の

機
会
確
保
に
努
め
る
た
め
に
、
検
査
の
外
部
委
託
も
可
能
に
す
る
と
と
も

に
、
現
在
の
検
査
状
況
に
応
じ
て
住
民
が
受
検
し
や
す
い
体
制
を
整
え
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
性
感
染
症
に
関
す
る
普
及
啓
発
の
た
め
に

、
各
種
行
事
の
活
用
、
検
体
の
送
付
に
よ
る
検
査
な
ど
、
個
人
情
報
の
保

護
に
留
意
し
つ
つ
、
様
々
な
検
査
の
機
会
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
重
要

で
あ
る
。
な
お
、
検
査
の
結
果
、
受
検
者
の
感
染
が
判
明
し
た
場
合
は
、

当
該
受
検
者
に
、
当
該
性
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
十
分
説
明
し
、
確
実
に
医
療
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
当
該
受
検
者
を
通
じ
る
等
の
方
法
に
よ
り
当
該
受
検
者
の
性

三 

検
査
の
推
奨
と
検
査
機
会
の
提
供 

都
道
府
県
等
は
、
保
健
所
や
医
療
機
関
な
ど
の
検
査
に
係
る
情
報
の
提

供
を
行
い
、
性
感
染
症
に
感
染
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
者
に
対
し
、
検

査
の
受
診
を
推
奨
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
検
査
の
趣

旨
及
び
内
容
を
十
分
に
理
解
さ
せ
た
上
で
受
診
さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
治

療
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

保
健
所
が
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
場
合
に
検
査
の
対
象
と
す
る
性
感
染
症

と
そ
の
検
査
項
目
を
選
定
す
る
と
き
は
、
無
症
状
病
原
体
保
有
者
か
ら
の

感
染
の
危
険
性
、
検
査
の
簡
便
さ
等
を
考
慮
し
、
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染

症
及
び
淋
菌
感
染
症
に
あ
っ
て
は
病
原
体
検
査
（
尿
を
検
体
と
す
る
も
の

を
含
む
。
）
を
、
梅
毒
及
び
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
あ
っ
て

は
抗
体
検
査
を
基
本
と
し
て
、
検
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

そ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
は
、
保
健
所
に
お
け
る
性
感
染
症
の
検
査
の

機
会
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
住
民
が
受
診
し
や
す
い
体
制
を
整
え
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
性
感
染
症
に
関
す
る
普
及
啓
発
の
た
め
に

、
各
種
行
事
の
活
用
、
検
体
の
送
付
に
よ
る
検
査
な
ど
、
個
人
情
報
の
保

護
に
留
意
し
つ
つ
、
様
々
な
検
査
の
機
会
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
重
要

で
あ
る
。
な
お
、
検
査
の
結
果
、
受
診
者
の
感
染
が
判
明
し
た
場
合
は
、

当
該
受
診
者
に
、
当
該
性
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
十
分
説
明
し
、
支
援
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
診
者
を
通
じ
る
等
の

方
法
に
よ
り
当
該
受
診
者
の
性
的
接
触
の
相
手
方
に
も
必
要
な
情
報
提
供

等
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
検
査
を
受
診
で
き
る
よ
う
に
し
、
必
要
な
場



 

的
接
触
の
相
手
方
に
も
必
要
な
情
報
提
供
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
検

査
の
受
検
を
促
し
、
感
染
拡
大
の
防
止
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
、
個
人
個
人

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
状
況
下
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
で
必
要
な
の
か
と
い
う

点
に
関
し
て
も
、
若
年
層
を
含
め
広
く
国
民
が
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
啓
発
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
性
感
染
症
の
検
査
の
実
施
に
関
し

て
、
学
会
等
が
作
成
し
た
検
査
の
手
引
等
を
普
及
し
て
い
く
こ
と
と
す
る

。 

合
に
は
、
医
療
に
結
び
付
け
、
感
染
拡
大
の
防
止
を
図
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。 

ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
、
個
人
個
人

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
状
況
下
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
で
必
要
な
の
か
と
い
う

点
に
関
し
て
も
、
若
年
層
を
含
め
広
く
国
民
が
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
啓
発
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
性
感
染
症
の
検
査
の
実
施
に
関
し

て
、
学
会
等
が
作
成
し
た
検
査
の
手
引
き
等
を
普
及
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。 

四 

相
談
指
導
の
充
実 

保
健
医
療
に
関
す
る
既
存
の
相
談
の
機
会
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
希

望
者
に
対
す
る
検
査
時
の
相
談
、
妊
婦
等
に
対
す
る
保
健
医
療
相
談
や
指

導
等
を
行
う
こ
と
が
、
対
象
者
の
実
情
や
状
況
に
応
じ
た
対
策
の
観
点
か

ら
も
有
効
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
は
、
性
感
染
症
に
係
る
検

査
の
前
後
に
お
い
て
、
当
該
性
感
染
症
に
関
す
る
相
談
及
び
情
報
収
集
を

円
滑
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
た
め
、
医
師

及
び
保
健
師
等
を
対
象
に
相
談
及
び
指
導
に
携
わ
る
人
材
の
養
成
及
び
確

保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
機
関

、
関
係
団
体
、
教
育
機
関
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
並
び
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

症
・
エ
イ
ズ
対
策
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

四 

相
談
指
導
の
充
実 

保
健
医
療
に
関
す
る
既
存
の
相
談
の
機
会
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
希

望
者
に
対
す
る
検
査
時
の
相
談
指
導
、
妊
婦
等
に
対
す
る
保
健
医
療
相
談

や
指
導
等
を
行
う
こ
と
が
、
対
象
者
の
実
情
に
応
じ
た
対
策
の
観
点
か
ら

も
有
効
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
は
、
性
感
染
症
に
係
る
検
査

の
前
後
に
お
い
て
、
当
該
性
感
染
症
に
関
す
る
相
談
及
び
情
報
収
集
を
円

滑
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
た
め
、
医
師
及

び
保
健
師
等
を
対
象
に
相
談
及
び
指
導
に
携
わ
る
人
材
の
養
成
及
び
確
保

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
機
関
、

関
係
団
体
及
び
教
育
機
関
と
の
連
携
並
び
に
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
・
エ
イ
ズ
対

策
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

第
三 

医
療
の
提
供 

第
三 

医
療
の
提
供 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
は
、
疾
患
や
病
態
に
応
じ
て
適
切
に
処
方
さ
れ
た
治
療
薬
を

投
与
す
る
等
の
医
療
が
必
要
な
疾
患
で
あ
り
、
確
実
な
治
療
が
二
次
感
染

や
ま
ん
延
を
防
ぐ
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
医
療
の
提
供
に
当
た
っ
て

は
、
診
断
、
治
療
や
予
防
の
指
針
、
分
か
り
や
す
い
説
明
資
料
等
の
活
用

に
加
え
て
、
個
人
情
報
の
保
護
等
の
包
括
的
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
若
年
層
が
受
診
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
は
、
疾
患
や
病
態
に
応
じ
て
適
切
に
処
方
さ
れ
た
治
療
薬
を

投
与
す
る
等
の
医
療
が
必
要
な
疾
患
で
あ
り
、
確
実
な
治
療
が
二
次
感
染

や
ま
ん
延
を
防
ぐ
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
医
療
の
提
供
に
当
た
っ
て

は
、
診
断
や
治
療
の
指
針
、
分
か
り
や
す
い
説
明
資
料
等
の
活
用
に
加
え

て
、
個
人
情
報
の
保
護
等
の
包
括
的
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
若

年
層
が
受
診
し
や
す
い
環
境
作
り
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
。 

二 

医
療
の
質
の
向
上 

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
医
師
会
等
の
関
係
団
体
と
の
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
国
内
外
の
知
見
も
踏
ま
え
、
診
断
、
治
療
や
予
防
の
最
新
の
方
法

二 

医
療
の
質
の
向
上 

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
医
師
会
等
の
関
係
団
体
と
の
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
診
断
や
治
療
に
関
す
る
最
新
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
迅
速
に
提



 

に
つ
い
て
、
包
括
的
か
つ
専
門
性
に
応
じ
て
活
用
可
能
な
手
引
を
作
成
の

上
迅
速
に
提
供
し
、
地
域
に
普
及
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。 特

に
、
学
会
等
の
関
係
団
体
は
、
標
準
的
な
診
断
、
治
療
や
予
防
の
指

針
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
し
、
医
療
従
事
者
に
対
す
る
普
及
啓

発
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
学
会
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
様
々
な

診
療
科
を
横
断
し
た
性
感
染
症
の
専
門
家
養
成
や
一
般
の
医
療
従
事
者
の

教
育
及
び
研
修
機
会
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療
従
事
者
向
け
の
相

談
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

供
し
、
普
及
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

  

特
に
、
学
会
等
の
関
係
団
体
は
、
標
準
的
な
診
断
や
治
療
の
指
針
等
に

つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
し
、
医
療
従
事
者
に
対
す
る
普
及
啓
発
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
学
会
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
様
々
な

診
療
科
を
横
断
し
て
性
感
染
症
の
専
門
家
養
成
の
た
め
の
教
育
及
び
研
修

機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

三 

医
療
ア
ク
セ
ス
の
向
上 

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
特
に
若
年
層
等
が
性
感
染
症
に
関
し
て
受
診

し
や
す
い
医
療
体
制
の
整
備
等
の
環
境
づ
く
り
と
と
も
に
、
保
健
所
等
に

お
け
る
検
査
か
ら
、
受
診
及
び
治
療
に
結
び
付
け
ら
れ
る
体
制
づ
く
り
、

治
療
を
継
続
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
検
査
や
治
療
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
資
料
等
を
作
成
し
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ

等
の
協
力
に
よ
り
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
及
び
都
道

府
県
等
は
、
そ
の
普
及
啓
発
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

三 

医
療
ア
ク
セ
ス
の
向
上 

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
特
に
若
年
層
等
が
性
感
染
症
に
関
し
て
受
診

し
や
す
い
医
療
体
制
の
整
備
等
の
環
境
作
り
と
と
も
に
、
保
健
所
等
に
お

け
る
検
査
か
ら
、
受
診
及
び
治
療
に
結
び
付
け
ら
れ
る
体
制
作
り
を
推
進

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
検
査
や
治
療
に
つ
い
て
分
か
り
や
す

い
資
料
等
を
作
成
し
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
協
力
に
よ
り
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
そ
の
普
及
啓
発
を
支
援
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

第
四 

研
究
開
発
の
推
進 

第
四 

研
究
開
発
の
推
進 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
の
拡
大
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
性
感
染
症
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
が
必

要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
病
態
の
解
明
に
基
づ
く
検
査
、
治
療
や
予
防

等
に
関
す
る
研
究
、
発
生
動
向
に
関
す
る
疫
学
研
究
、
行
動
様
式
に
関
す

る
社
会
面
と
医
学
面
に
お
け
る
研
究
等
を
対
策
に
活
用
で
き
る
よ
う
総
合

的
に
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
の
拡
大
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
性
感
染
症
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進
が
必

要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
病
態
の
解
明
に
基
づ
く
検
査
や
治
療
に
関
す

る
研
究
、
発
生
動
向
に
関
す
る
疫
学
研
究
、
行
動
様
式
に
関
す
る
社
会
面

と
医
学
面
に
お
け
る
研
究
等
を
対
策
に
活
用
で
き
る
よ
う
総
合
的
に
推
進

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

二 

検
査
、
治
療
や
予
防
等
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進 

性
感
染
症
の
検
査
や
治
療
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
研
究
と
し
て
は
、
迅

速
か
つ
正
確
に
結
果
が
判
明
す
る
検
査
薬
や
検
査
方
法
等
の
検
査
機
会
の

拡
大
の
た
め
の
実
用
的
な
検
査
薬
や
検
査
方
法
の
開
発
、
効
果
的
な
治
療

方
法
の
開
発
、
薬
剤
耐
性
を
持
つ
病
原
体
に
よ
る
性
感
染
症
に
対
す
る
疫

二 
検
査
や
治
療
等
に
関
す
る
研
究
開
発
の
推
進 

性
感
染
症
の
検
査
や
治
療
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
研
究
と
し
て
は
、
迅

速
か
つ
正
確
に
結
果
が
判
明
す
る
検
査
薬
や
検
査
方
法
等
の
検
査
機
会
の

拡
大
の
た
め
の
実
用
的
な
検
査
薬
や
検
査
方
法
の
開
発
、
効
果
的
で
簡
便

な
治
療
方
法
の
開
発
、
薬
剤
耐
性
を
持
つ
病
原
体
に
よ
る
性
感
染
症
に
対



 

学
研
究
、
診
断
方
法
の
開
発
、
治
療
方
法
等
の
開
発
及
び
新
た
な
治
療
薬

の
開
発
や
そ
の
投
与
方
法
に
関
す
る
研
究
等
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
海

外
で
使
用
さ
れ
て
い
る
治
療
薬
が
国
内
に
お
い
て
も
使
用
で
き
る
よ
う
に

し
、
海
外
と
の
格
差
を
是
正
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ワ
ク
チ
ン
開
発
の
研
究
、
新
た
な
予
防
方
法
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
た

研
究
開
発
等
を
推
進
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

す
る
治
療
方
法
等
の
開
発
及
び
新
た
な
治
療
薬
の
開
発
や
そ
の
投
与
方
法

に
関
す
る
研
究
等
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
海
外
で
使
用
さ
れ
て
い
る
治

療
薬
が
国
内
に
お
い
て
も
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
、
海
外
と
の
格
差
を
是

正
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
研
究
、

予
防
方
法
の
新
た
な
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
開
発
等
を
推
進
す
る

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

三 

発
生
動
向
等
に
関
す
る
疫
学
研
究
の
推
進 

国
は
、
発
生
動
向
の
多
面
的
な
把
握
に
役
立
て
る
た
め
、
性
感
染
症
に

関
す
る
各
種
疫
学
研
究
に
つ
い
て
、
疫
学
者
、
学
術
団
体
、
都
道
府
県
等

、
民
間
企
業
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
協
力
を
得
る
等
に
よ
り
強
化
し
、
今
後
の

予
防
対
策
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
国
の
匿
名
医

療
保
険
等
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｎ
Ｄ
Ｂ
）
、
各
自
治
体
が
実
施
し

て
い
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
等
、
多
様
な
情
報
源
も
活
用
し
、
包
括
的
な
実

態
把
握
を
進
め
て
い
く
。 

三 

発
生
動
向
等
に
関
す
る
疫
学
研
究
の
推
進 

国
は
、
発
生
動
向
の
多
面
的
な
把
握
に
役
立
て
る
た
め
、
性
感
染
症
に

関
す
る
各
種
疫
学
研
究
に
つ
い
て
、
疫
学
者
や
都
道
府
県
等
の
協
力
を
得

る
等
に
よ
り
強
化
し
、
今
後
の
予
防
対
策
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。 

四
・
五 

（
略
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四
・
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略
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第
五 

（
略
） 

第
五 

（
略
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第
六 

施
策
の
評
価
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携 

第
六 

施
策
の
評
価
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
対
策
は
、
普
及
啓
発
か
ら
研
究
開
発
ま
で
、
様
々
な
関
係
機

関
と
の
連
携
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
厚
生
労
働
省

、
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
、
こ
ど
も
家
庭
庁
等
に
お
け
る
普
及
啓
発
の
連

携
、
研
究
成
果
の
情
報
交
換
、
官
民
連
携
に
よ
る
施
策
の
推
進
等
を
図
る

ほ
か
、
国
及
び
都
道
府
県
等
と
医
師
会
等
の
関
係
団
体
並
び
に
性
感
染
症

及
び
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
・
エ
イ
ズ
対
策
等
に
関
係
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携

等
幅
広
い
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
保
健
所
に
よ
る
普

及
啓
発
の
拠
点
と
し
て
の
情
報
発
信
機
能
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
学

校
教
育
と
地
域
及
び
家
庭
に
お
け
る
社
会
教
育
と
の
よ
り
強
固
な
連
携
に

よ
る
普
及
啓
発
活
動
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

一 

基
本
的
考
え
方 

性
感
染
症
対
策
は
、
普
及
啓
発
か
ら
研
究
開
発
ま
で
、
様
々
な
関
係
機

関
と
の
連
携
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
厚
生
労
働
省

、
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
等
に
お
け
る
普
及
啓
発
の
連
携
、
研
究
成
果
の

情
報
交
換
、
官
民
連
携
に
よ
る
施
策
の
推
進
等
を
図
る
ほ
か
、
国
及
び
都

道
府
県
等
と
医
師
会
等
の
関
係
団
体
並
び
に
性
感
染
症
及
び
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

症
・
エ
イ
ズ
対
策
等
に
関
係
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の
連
携
等
幅
広
い
連
携
を

図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
保
健
所
に
よ
る
普
及
啓
発
の
拠
点
と

し
て
の
情
報
発
信
機
能
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
教
育
と
社
会
教

育
と
の
連
携
強
化
に
よ
る
普
及
啓
発
活
動
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。 
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（
略
） 

二 

（
略
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